
「
滞
納
処
分
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
納
期
限
経
過
後
20
日
以
内

に
督
促
状
を
送
付
し
、納
付
を
促
し
ま
す
。

　

次
に
、
滞
納
者
の
財
産
を
発
見
す
る
た

め
、
官
公
署
や
金
融
機
関
な
ど
に
対
し

て
調
査
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
調
査

は
、
国
税
徴
収
法
第
１
４
１
条
お
よ
び
第

1
４
6
条
の
2
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
人

の
事
前
了
承
を
得
ず
に
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。そ
れ
で
も
完
納
に
な
ら
な
い
時
は
、

滞
納
者
の
意
思
に
関
わ
ら
ず
、
地
方
税
法

第
3
３
１
条
な
ど
の
規
定
に
よ
り
、
財
産

を
差
し
押
さ
え
、
未
納
の
税
金
に
充
て
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
滞
納
時
の
行
政
処
分

の
一
連
の
流
れ
で
す
。

　

滞
納
処
分
に
は
、
督
促
状
の
作
成
に
か

か
る
印
刷
・
郵
送
料
や
財
産
調
査
・
差
押

を
執
行
す
る
職
員
の
人
件
費
な
ど
多
大
な

経
費
が
か
か
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
経
費
も
、

本
来
福
祉
や
教
育
、
土
木
事
業
な
ど
に
使

う
べ
き
税
金
か
ら
支
出
し
て
い
ま
す
。
滞

納
は
、
町
の
財
政
を
圧
迫
し
、
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
も
招
き
ま
す
。

未来へつなぐ あなたの納税
STOP滞納！徴収強化を進めています

納税は、国民の三大義務のひとつです。
税は町の大切な財源であり、滞納が増えることは町の財政を圧迫し、住民サービスの低
下につながるとともに、きちんと納税している人との公平性を欠くことにもなります。
町は、７月から県より税徴収専門職員の派遣支援を受け、徴収の強化を図っています。

　
日
本
に
住
ん
で
い
る
限
り
、
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
私
た
ち
に
は
納
税

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
が

あ
り
ま
す
。
税
金
を
納
期
限
ま
で
に
支
払

わ
な
か
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が

起
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、
滞
納

者
に
対
す
る
行
政
処
分
や
税
金
を
滞
納
し

た
時
に
課
せ
ら
れ
る
延
滞
金
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

　

町
税
が
未
納
に
な
る
と
、
次
の
手
順
で

税
金
を
滞
納
し
た
ら
ど
う
な
る
の
？

　
町
税
を
滞
納
し
た
場
合
、
納
期
内
に
納

め
た
人
と
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
本
来

納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か
に
、
延
滞
金
も

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

延
滞
金
は
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
期
間
に
応
じ
て
計
算
し
、
そ

の
算
定
額
が
1
、
０
０
０
円
以
上
に
な
っ

た
場
合
に
、延
滞
金
と
し
て
賦
課
し
ま
す
。

納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
か
月
を
経
過
す
る

日
ま
で
は
年
２
・
５
％
、
そ
の
後
納
付
の

日
ま
で
は
年
８
・
８
％
の
率
で
、
延
滞
金

が
発
生
し
ま
す
（
令
和
３
年
１
月
１
日
か

ら
12
月
31
日
ま
で
の
延
滞
率
）。

　

納
期
内
に
納
め
な
い
と
、
高
額
な
延
滞

金
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

期
限
を
守
っ
て
納
税
し
ま
し
ょ
う
。

「
延
滞
金
」
は
ど
の
く
ら
い
？

納期限が過ぎてしまった場合や納付書を
なくしてしまった場合は、役場の税務住
民課へ。新しい納付書を発行します

　「
納
め
忘
れ
が
心
配
…
」「
い
ち
い
ち
納

め
に
行
く
の
が
面
倒
」
と
い
う
人
に
は
、

「
口
座
振
替
」
が
お
す
す
め
で
す
。

　

申
し
込
み
翌
月
の
納
期
分
か
ら
、
口
座

振
替
を
開
始
し
ま
す
。
口
座
振
替
を
希
望

す
る
人
は
、
次
の
物
を
持
参
の
上
、
町
が

指
定
す
る
金
融
機
関
（
表
1
）
ま
た
は
役

場
の
税
務
住
民
課
窓
口
で
手
続
き
し
て
く

だ
さ
い
。

■
口
座
振
替
申
し
込
み
の
持
ち
物

❶
納
税
通
知
書 

❷
預
貯
金
通
帳

　
（
町
外
の
支
店
で
も
可
）

❸
金
融
機
関
の
届
出
印

■
注
意
事
項

※ 

書
類
不
備
が
あ
る
と
、
翌
月
の
振
替
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

振
替
日
に
残
高
不
足
と
な
ら
な
い
よ
う

に
、
振
替
日
の
前
日
ま
で
に
預
金
残
高

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
口
座
振
替
」
が
お
す
す
め
！

で
納
税
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
も
の
は
取
り
扱
い
が
で

き
な
い
た
め
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

❶
期
限
が
過
ぎ
て
い
る

❷
バ
ー
コ
ー
ド
の
印
字
が
な
い

❸
金
額
が
30
万
円
を
超
え
て
い
る

❹
金
額
な
ど
が
訂
正
さ
れ
て
い
る

❺
ミ
シ
ン
目
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る

❻�

町
県
民
税（
特
別
徴
収
）、法
人
町
民
税
、

下
水
道
受
益
者
負
担
金
が
対
象

表1：口座振替の申し込み先

「
コ
ン
ビ
ニ
納
付
」
も
便
利
！

　「
自
分
で
納
め
た
い
け
れ
ど
、
日
中
は

忙
し
く
て
…
」。
そ
ん
な
人
に
は
、「
コ
ン

ビ
ニ
納
付
」
が
便
利
で
す
。
納
期
内
で
あ

れ
ば
、
曜
日
や
時
間
に
関
係
な
く
、
全
国

の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
一
部
除
外
）

　

う
っ
か
り
納
税
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
督

促
状
を
放
置
し
て
お
く
と
、
事
態
が
大
き

く
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
口
座
振
替
や
コ
ン

ビ
ニ
納
付
な
ど
、
自
分
に
合
っ
た
制
度
を

活
用
し
て
、
納
期
内
に
税
金
を
納
め
ま

し
ょ
う
。

自
分
に
合
っ
た
方
法
で
納
税
を

特集 未来へつなぐ あなたの納税

　病気や失業、事業の経営不振などやむを
得ない理由で、どうしても納期内に納税が
困難な場合もあると思います。
　このような場合には、役場の税務住民課　
収納係で相談に応じますので、まずは下記
までご連絡ください。担当職員が一人一人
の生活状況や収支などを伺いながら、完納
に向けた納付計画を一緒に考えます。納期
限が過ぎてしまった場合でも、一人で悩ま
ず、早めにご相談ください。

金融機関名 支店
福島信用金庫

町内にある
各支店

東邦銀行
ふくしま未来
農業協同組合
ゆうちょ銀行
（郵便局のみ受付）

福島銀行 桑折支店
（福島北支店内）

大東銀行
保原支店

東北労働金庫

税金が未納になったら

納期限経過後20日以内に督促状
を送付します。それでも納付がな
ければ、さらに書面や電話などで
催告を行います。

滞納者の財産を発見するため、本
人への事前了承なく、官公署や金
融機関、勤務先、取引先などに対
して調査を行います。

督促状の発送から10日経過して
も完納にならない時は、本人の意
思に関わらず財産を差し押さえま
す。不動産の場合は登記をします。

差し押さえた財産（銀行預金や不
動産など）は、債権の取り立てや
公売を経て現金化し、未納の税金
に充てられます。

納税が困難な場合は
早めに相談を

582-2114相談
窓口

税務住民課　収納係

（平日　8:30～17:15）
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